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介護福祉士准看護師

開設年月日：

常勤職員： 非常勤職員：

平成16年4月1日

名(専門職の名称）

サービス管理責任者

定員（利用者人数）： 60藪脇　久臣

あわじ障害者多機能型施設　ウインズ

淡路島福祉会
（基本理念）
地域に親しまれ 信頼される 福祉事業所に
（基本方針）
１. 利用者の視点に立ち、人権を尊重したサービスを提供する。
２. 常にサービスの向上を目指し、自己研鑽を怠らず創意工夫に努める。
３. 事業者としての義務を果たし、責任を持った経営を行う。

ウインズ
（基本理念）
共感・共存・共栄
（基本方針）
１．基本的人権を重んじ、個人を尊重したケア計画に基づくサービスを提供する。
２．勤労を通して生きがいや働きがいの場を提供する。
３．社会福祉の原点であるノーマライゼーションを基本とする。
４．地域に親しまれ信頼される施設とする。
５．事業者としての自覚と責任を持った経営を行う。
職員のモットー『明るく　優しく　笑顔で』

ウインズでは多機能型施設で就労支援B型、自立訓練、生活介護と複数の事業が2棟施設の中
で行っている。複数の事業運営を行うことで、利用者の幅広いニーズに対応している。

兵庫県福祉サービス第三者評価結果

株式会社Ｈ．Ｒ．コーポレーション

名

　職員数 名 名

名称：

代表者氏名：

所在地：

ホームページ： http://awaji-yasuragi.jp/

経営法人・設置主体（法人名）: 社会福祉法人　淡路島福祉会

【施設・事業所の概要】

兵庫県南あわじ市神代浦壁199

 TEL 0799-43-2811

社会福祉士
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⑤第三者評価の受審状況

年 月 日 （契約日）〜

（評価結果確定日）

初 回

28 11 13

評価受審日

受審回数

平成28年12月13日・12月22日

日
評価実施期間

平成

平成 29 年 3 月 7
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⑥総評

◇特に評価の高い点

◇改善を求められる点

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント

⑧各評価項目に係る第三者評価結果
別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。

サービスの質向上に向けた組織的な取り組み
　　定められた評価項目に基づいた自己評価から課題を抽出し、職員参画のもとＰＤＣＡ
    サイクルで改善にとり組む仕組みづくりが望まれる。改善に向けた組織的な取り組み
    の経過を議事録や進捗表等記録に残すことを期待する。

　さらなる向上に向け、現在使用しているミーティング記録・会議録・研修記録・マニュア
  ル等の書式やファイリング方法を、見やすく活用しやすく工夫することを期待する。

この度は評価いただきましてありがとうございました。評価していただく事で、振り返りが
でき、事業運営の改善を行い、質の高いサービスを提供していきたいと考えております。

組織の運営管理
   総合的に福祉サービスを提供する社会福祉法人の中で、法人の組織的な運営管理体制が確
  立し、規程類の整備・各種会議の連動的な開催・人事考課制度の導入と研修の充実による
  人材育成が、計画的・継続的に行われている。法人内に障害分野の委員会を設置し、事業
  所間で連携をとりながら支援に取り組む仕組みがある。

地域活動参加と交流
   事業計画に地域活動への参加と交流を挙げ、見学や実習の受け入れ、グランドゴルフを通
  じた老人会との交流会、夏祭りなど地域の催しなど、地域の人々と利用者の交流の機会を
  設けている。買い物・通院・図書館等、必要と希望に応じて社会資源を利用できるように
  支援している。施設のスペースを活用し、野菜やパンの販売バザーを行い地域住民と交流
  し、また、店舗での販売や出張販売等により地域で社会参加できる機会を確保している。

利用者尊重と個別支援
   家族連絡会・メンバーミーティング・満足度調査・連絡帳を活用し、利用者・家族の意向
  や要望の把握に努めている。意思の疎通が困難な場合は、マカトンサイン、イラスト・写
  真・絵札、筆談・集音器、挨拶カード等を利用し個別のコミュニケーション方法を検討
  し、意思疎通に努めている。３ヶ月・６か月等、個別に定められた時期にモニタリング・
  カンファレンスを実施し、カンファレンスには利用者・家族・関係職員が参加し個別具体
  的な支援計画を作成している。計画作成の後には、個別に意向・要望や相談を受ける時間
  も設けている。
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）

<コメント>

<コメント>

<コメント>

幹部運営会議や毎月の事業稼働状況から把握した経営環境や経営状況の課題を、責任者会議
で明確化し、施設長・係長で課題・問題点を共有している。施設長も出席する理事会で、半
期ごとの経営開発センターによる報告が行われ、経営状況や課題について法人役員間で共有
が図られている。経営状況や課題については、毎月1回の職員会議（合同ミーティング）や
日々の申し送りで、職員に周知している。事業所内のセクションごとに、稼働率・運営状
況・現認対策について書面化して職員間で情報共有し、解決・改善に向けて具体的に取り組
む仕組みがある。

・ c

Ⅰ-２-(1)-②　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている。 a ・ b ・ c

事業の動向や地域の動向については、事業所説明会・自立支援協議会・就労支援ネットワー
ク会議など、様々な会議へ参加し情報を収集している。施設長が南あわじ市福祉計画策定に
参加しているため、情報把握と分析を市と協働して行っている。地域の利用者像や福祉ニー
ズについて各事業所が収集した情報を、幹部運営会議で共有し分析している。各事業所のコ
ストや利用率は毎月法人に報告し、3ヶ月に1回経営開発センターと共に分析している。

Ⅰ-２-(1)-①　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析
されている。

a ・ b

Ⅰ-１-(1)　  理念、基本方針が確立・周知されている。

Ⅰ－２　経営状況の把握
第三者評価結果

Ⅰ-２-(1)　 経営環境の変化等に適切に対応している。

法人の理念・基本方針を明文化し、ホームページ・法人パンフレット・事業所パンフレッ
ト・広報誌・事業計画に記載している。理念は法人の目指す方向を明示し、基本方針は理念
と整合性が確保され、具体的な内容になっている。玄関に法人理念を明示している。施設の
理念は、ノーマライゼーションを基本として「明るく・優しく・笑顔で」をモットーに、申
し送り時の唱和・新人研修・会議等で職員への浸透を図っている。年に2回発行する広報誌
「まごころ」に法人理念を明示し、配布することで家族への周知を図っている。年１～２回
程度定期的に開催している「ウインズ・きらら・クオーレ家族連絡会」でも、話の中に理
念・基本方針に触れ理解に努めている。

※すべての評価細目について、判断基準（ａ・ｂ・ｃの3段階）に基づいた評価結果を表示する。

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ－１　理念・基本方針
第三者評価結果

Ⅰ-１-(1)-①　理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ca ・ b ・

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記述する。

第三者評価結果
別紙（

1

2

3

4 株式会社H.．R．コーポレーション



あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

・ c

毎年家族連絡会を開催し、事業計画書の配布と家族連絡会での説明を行い浸透を図ってい
る。計画書には年間行事予定表も明示し利用者家族の参加が計画的に参加しやすいように配
慮している。ホームページのブログを活用して、事業計画の内容や活動状況を理解してもら
いやすように工夫している。

Ⅰ-３-(2)-②　事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 a ・ b

Ⅰ-３-(2)　事業計画が適切に策定されている。

事業計画は、各職種・各部署ごとに、職員参画で作成し、職員会議で説明して職員の周知と
理解を図っている。半期毎に進捗状況の確認を行い、年度末に評価して事業報告を作成し、
次年度の事業計画を策定しているが、進捗状況の把握や評価の過程について、記録に残すに
は至っていない。
職種別・部署別に明文化した方針（年間目標）についても、中間・年度末に実施状況と達成
度の把握を行い、次年度の計画策定に反映する仕組み作りが望まれる。実施状況の把握・評
価・見直しの経過を、議事録等、記録に残すことが望まれる。

明文化された施設長方針から、事業所の具体的な取り組みを方針として明文化している。項
目別に実行可能で具体的な、また、実施状況の評価を行える内容になっている。

施設長が、南あわじ市の福祉計画に基づいて、中期的なビジョンを事業計画書の「施設長方
針」に明文化している。具体的な課題を明示し、課題解決に向けた具体的な評価を行える内
容となっている。毎年事業計画策定時に、中期的なビジョンも見直し、施設長方針で明文化
している。

Ⅰ-３-(2)-①　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織
的に行われ、職員が理解している。

a ・ b ・ c

Ⅰ-３-(1)-②　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい
る。

a ・ b ・ c

Ⅰ－３　事業計画の策定
第三者評価結果

Ⅰ-３-(1)　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。

Ⅰ-３-(1)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されてい
る。

a ・ b ・ c4

5

6

7

5 株式会社H.．R．コーポレーション



あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

b ・ c

施設長は、障害者福祉法、差別解消法等、順守すべき関連法令集を整備し、理解と適正な関
係保持に努めている。障がい者事業団、県や市、自立支援協議会等から案内のある法令関係
の勉強会や研修会にも参加している。幅広い分野について遵守すべき法令については、幹部
運営委員会で情報提供を受け、取り組みに反映させている。法人の新人研修では、個人情報
保護法等、遵守すべき法令について周知している。障がい者虐待防止法については、施設内
研修の年間計画に盛り込んで研修を実施している。

・ c

施設長は、経営管理に関する方針を事業計画の施設長方針に明文化し、職員や利用者・家族
へ配布している。広報誌に掲載する機会もある。年度初めの職員会議や、家族連絡会で事業
計画の説明を行う中で、表明し周知を図っている。役割と責任については職務分掌に文書化
し、必要に応じて職員会議や責任者会議で周知を図っている。施設長不在時に権限委任につ
いては、組織図の中に、施設長代理として明確にしている。

Ⅱ-１-(1)-①　管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解
を図っている。

a ・ b

Ⅱ-１-(1)-②　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行って
いる。

a ・

抽出した課題は、職員会議で共有化し、議事録に文書化している。
抽出した課題について、改善計画を策定し、実施状況の評価・見直しを行いながら計画的に
取り組む仕組み作りが望まれる。経過については、記録に残すことが望まれる。

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ－１　管理者の責任とリーダーシップ
第三者評価結果

Ⅱ-１-(1)　 管理者の責任が明確にされている。

施設長がサービスの質向上委員会に参加し、委員会の内容については、職員会議や申し送り
で報告し、職員に周知しサービスの質向上に取り組んでいる。人事考課制度を導入し、年2
回の職員の自己評価・上位者評価により、定期的・組織的にサービスの質についても評価す
る仕組みがある。
事業所・施設全体のサービスについて、定められた評価基準に基づいた自己評価を行い、評
価結果を分析・検討する仕組み作りが望まれる。

Ⅰ-４-(1)-②　評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確に
し、計画的な改善策を実施している。

a ・ b ・ c

Ⅰ-４-(1)　  質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。

Ⅰ-４-(1)-①　福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ
れ、機能している。

a ・ b ・ c

Ⅰ－４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組
第三者評価結果
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<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

法人の基本方針と、施設の基本理念の「職員のモットー」に期待する職員像を明示してい
る。就業規則・人事にかかわる規定に人事基準を明記し、ファイルされ事務所に設置してい
る。人事考課制度を導入し、職種別、階級別の基準にもとづいて自己評価を行い、年２回面
談で上位者評価を行っている。一般的には、求人のチラシやハローワークなどで賃金や処遇
について把握をし、自己評価や面談の機会に聴取する内容で処遇改善の必要性等を評価分析
している。人事考課制度要綱のキャリアパス制度により、職員が将来の姿を描ける仕組みづ
くりができている。

Ⅱ-１-(2)-①　福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導
力を発揮している。

a ・ b ・ c

基本となる人員体制については、事業計画にも明示している。専門職の配置も明記し、計画
に基づいた人材・人員確保に取り組んでいる。就職フェアーや折り込みチラシ、ホームペー
ジなども活用して法人全体で人材確保を行っている。新たな人材確保、人員確保等難しいこ
とが多いが、就業者の離職率が少ないため安定した人員・人材確保が継続されている。

Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。 a ・ b ・ c

Ⅱ-２-(1)　 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。

Ⅱ-２-(1)-①　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が
確立し、取組が実施されている。

a ・ b ・ c

Ⅱ－２　福祉人材の確保・育成
第三者評価結果

施設長は、職員会議・責任者会議・障害福祉事業部連絡会等に出席し、定期的・継続的に
サービスの質の現状について評価・分析を行っている。個人面談・保護者面談・各工房や販
売店のラウンドを通しても、サービスの質の現状把握に努めている。課題を把握した場合
は、率先して課題解決に取り組んでいる。報告や会議の中で、職員の意見を把握し、取り組
みに反映している。年間計画に基づいた施設内研修・施設外研修の実施により、職員の教
育・研修の充実を図っている。

Ⅱ-１-(2)　管理者のリーダーシップが発揮されている。

Ⅱ-１-(2)-②　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮
している。

a ・ b ・ c

施設長が基本的には人事・労務管理を行っている。事業所は市の委託で実施しているため、
毎年の委託費の状況を把握し、会計士に報告して経営改善や業務の実効性の向上に向けた取
り組みを行っている。労働時間や業務量等、現場の状況を正確に把握し、適正な人員配置に
努めている。委託費の減少等があれば責任者会議で、業務改善やコスト削減について検討を
行うようにしている。現場を見る、職員の話を聞くを基本に、状況把握・課題分析・解決に
リーダーシップを発揮して取り組んでいる。
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<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

職員資格一覧表で職員個々が保有する資格や専門資格などを明示している。新入職者研修
は、法人全体で実施される研修と施設内で実施される新入職者研修を実施している。28年度
は、OJT研修も兼ねて、障がいへの理解を深める研修を実施した。サービス管理責任者研修
の受講については毎年数名、マーケティング戦略研修会等受講してもらうようになってい
る。サービス管理責任者研修の継続研修の受講についても行えているか確認把握している。
職員資格一覧表で資格の取得状況を確認把握している。勉強会アンケートで職員個別の習熟
度を確認するようにしている。ファックス、メールでの外部研修案内を、職種・階級・担当
部門等に応じて情報提供し、必要な内容の研修が受講できるように支援している。勤務扱い
で、受講料金・交通費を支給し、受講を支援している。受講一覧で職員の受講が偏らないよ
うに配慮している。

法人の基本理念と共に、施設の基本方針職員のモットーに期待する職員像を明示している。
職員一覧表で職員個々が保有する資格や専門資格などを明示しており、施設全体で必要とす
る職員資格や保有数で目標設定がある。施設内研修の年間計画の中に虐待防止・感染症・災
害の研修を入れ、計画的に実施している。障害については新入職者研修で実施し、今年度は
現任者も受講し、全員が参加できるように1日２回、２日に分けて実施した。研修計画・カ
リキュラムは、毎年施設長・施設長代理が中心となり作成している。研修内容は担当職員
が、前回の内容を参考に検討している。
研修計画・実施記録・資料を含む、研修ファイルの整備が望まれる。各研修実施後の報告書
から、習熟度や感想を把握し、評価・見直しを行う仕組み作りが望まれる。

Ⅱ-２-(3)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 a ・ b ・ c

職種別・役職別の人事考課制度のシートに記載された内容が期待させれる職員像としてい
る。人事考課シートの中に目標設定の欄があり、面談を通して職員個別の目標設定を行って
いる。面談で職員個々の適切な目標の水準となっているか確認し、期限は適切になるように
している。年２回の面談で上期、下期で目標設定それぞれ評価し次につなげるようにしてい
る。年度当初に目標設定の面談で話を行い、9月に年度途中の目標見直し評価、年度末２～
３月で年度の評価、次年度に向けた目標設定に向けた確認をしている。

Ⅱ-２-(3)-②　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、
教 育・研修が実施されている。

a ・ b ・ c

職務分掌表・決裁規程で労務管理に関する責任体制を明確にしている。「年次有給休暇個人
別台帳」「時間外勤務命令簿」が作成され労務管理が行われている。健康診断とストレス
チェックを法人で一括して実施し、必要に応じて、再受診や適切な支援が受けられる仕組み
がある。年２回の人事考課の個人面談の実施と共に、施設長と共に、各部門に施設長代理を
配置し相談しやすい体制を整えている。職員旅行については職員から意見を聴取し、半日有
給制度の導入・国家資格取得時の手当支給等、幹部運営委員会で検討し、福利厚生に議職員
の希望を採り入れている。半日有給・介護休暇・育児休暇等の制度の採り入れ・保育所の設
置・希望に沿った勤務時間調整等、ワーク・ライフ・バランスに配慮している。健康・ワー
クバランスに配慮した取り組みや福利厚生の充実により、働きやすい職場づくりに努めてい
る。

Ⅱ-２-(3)  職員の質の向上に向けた体制が確立されている。

Ⅱ-２-(3)-①　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 a ・ b ・ c

Ⅱ-２-(2)　職員の就業状況に配慮がなされている。

Ⅱ-２-(2)-①　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくり
に取組んでいる。

a ・ b ・ c
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

事業計画の中に地域活動への参加と交流として具体的な取り組みを明示している。玄関に地
域の行事や活動を掲示し、情報提供している。利用者休憩室にも他の施設での催しなどの情
報を掲示したり、チラシを配布し情報提供している。事業計画の地域活動への参加と交流の
項目で、地区の行事や催しに職員が支援し参加することが明示し、利用者の希望等に応じて
参加できるように職員が支援している。見学や実習の受け入れ、グランドゴルフを通じた老
人会との交流会、夏祭りなど地域の催しなど、地域の人々と利用者の交流の機会を設けてい
る。買い物・通院・図書館等、必要と希望に応じて社会資源を利用できるように支援してい
る。

事事務規定・経理規定等が法人全体で整備され、事務室に設置し職員がいつでも見て確認で
きるようにしている。ウィンズ・きらら事務分掌表も各種規定類と一緒にファイリングし設
置している。法人として、公認会計士、社会保険労務士、弁護士等と委託契約を結び、内容
に応じて相談し助言を得ている。経理、取引関係については、委託している公認会計事務所
が定期的にチェックを行って、内部監査を実施している。理事会が、事業、財務等に関する
チェックを会計事務所に委託している。３ヶ月に１回、実績報告会で予算等財務に関する報
告を行い、課題等があれば改善に向け取り組んでいる。

Ⅱ－４　地域との交流、地域貢献
第三者評価結果

Ⅱ-４-(1)　地域との関係が適切に確保されている。

Ⅱ-４-(1)-①　利用者と地域との交流を広げるための取組を行ってい
る。

a ・ b ・ c

ホームページを活用し、法人の理念・基本方針、提供する福祉サービスの内容、予算・決算
を公開している。年に２回発行する法人の広報誌に、理念・基本方針・事業所で行っている
活動などを掲載し、地域の連絡会・自治会・学校・販売支援業者などに配布し、地域に法
人・施設の意義や役割を伝えている。
苦情・相談の体制や、事例発生時の改善・対応状況を施設の特性に配慮しつつ公表する仕組
みづくりが望まれる。

Ⅱ-３-(1)-②　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が
行われている。

a ・ b ・ c

法人共通の実習生受け入れマニュアルがあり、受け入れに対しての基本姿勢が明文化されて
いる。マニュアルには、受け入れの一連の流れを明示している。大学から教師取得の課程の
施設実習生の受け入れを多く行っている。来年度より看護学生の実習の受け入れも予定され
ている。実習プログラムは個別に立てられ実習生が効果的に実習できるように配慮してい
る。実習の期間に応じて養成校の指導者の来訪があ、連携を図っている。
実習指導を直接担当する職員が指導・助言に関してばらつきが生じないように、指導者に対
する研修の実施やマニュアルの作成が望まれる。

Ⅱ－３　運営の透明性の確保
第三者評価結果

Ⅱ-３-(1)　 運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-３-(1)-①　運営の透明性を確保するための情報公開が行われてい
る。

a ・ b ・ c

Ⅱ-２-(4)　 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

Ⅱ-２-(4)-①  実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成に
ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。

a ・ b ・ c
20

21

22

23

C

C

C

C

9 株式会社H.．R．コーポレーション



あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

施設内の相談事業所と連携しての相談支援事業を通して、地域の福祉ニーズの把握に努めて
いる。南あわじ市障がい者福祉施設運営委員会のメンバーである民生委員や自治会長、家族
会代表者等から福祉ニーズを把握するようにも努めている。障がい者児の「親の会」や「精
神障がい者生活支援連絡会」にも参加し、様々な年齢や立場の参加者から福祉ニーズの把握
に努めている。地域の福祉ニーズとして把握できた「グループホームが不足している」こと
を法人の会議にあげ、事業計画に盛り込み事業開始に向けて取り組んでいる。

Ⅱ-４-(3)  地域の福祉向上のための取組を行っている。

Ⅱ-４-(3)-①　福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 a ・ b ・ c

施設のスペースを活用し、野菜やパンの販売バザーを行い地域住民と交流している。法人で
実施している介護員養成研修に、事業所から専門職員を講師として派遣し、養成研修には地
域の方も参加している。法人内の施設で実施している介護教室への職員参加や、地域の中学
校からの希望で講演に講師派遣をしたり、市の新任職員の実習受け入れなど地域貢献を行っ
ている。見学の希望があれば随時受け入れ、相談には法人内の機能も活用しながら柔軟に対
応するようにしている。福祉避難所として市と協定を交わし、市と連携を図りネットワーク
化には取り組んでいる。事業所周辺の草刈りや全島一斉清掃の活動に参加し地域貢献に努め
ている。

関係機関、団体が明示された淡路障害者自立支援協議会作成の「淡路地域福祉サポートマッ
プ」を玄関等に設置している。必要に応じて職員会議で情報共有を行っている。サービス管
理責任者連絡会、自立支援協議会運営委員会、就労支援ネットワーク会議、相談支援事業所
連絡協議会等が定期的に行われ参加している。法人内では法人内各種委員会でも協力連携を
図っている。南あわじ市が毎年１回開催している障害者福祉施設運営委員会にも参加し、連
携協力を図っている。市が開催する障がい者福祉施設運営委員会で、共通の課題に対して解
決に向けて協働している。南あわじ市の福祉計画があり、計画に沿って地域のネットワーク
化に取り組んでいる。

Ⅱ-４-(3)-②　地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行わ
れている。

a ・ b ・ c

ボランティア受け入れマニュアル、ボランティア受け入れ票を整備している。サマーチャレ
ンジボランティア、高校生のボランティア部、音楽ボランティア、行事の機会や作業へのボ
ランティアを受け入れ、今年度は行事へのボランティアの申し込みがあり受け入れた。実習
生受け入れと同様にマニュアルに明示された、受け入れ確認事項で説明を行い、守秘義務の
誓約書を受けている。事業所から学校へ講師派遣を行い学校教育支援・協力を行っている。
学校教育との連携・協力についても講師派遣もマニュアルに明示することが望まれる。

Ⅱ-４-(2)　関係機関との連携が確保されている。

Ⅱ-４-(2)-①　福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関
係機関等との連携が適切に行われている。

a ・ b ・ c

Ⅱ-４-(1)-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体
制を確立している。

a ・ b ・ c
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

理念・基本方針・実施する福祉サービスの内容や事業所の特性を紹介した、広報誌やパンフ
レットを、法人内の各施設・出店店舗・喫茶店・南あわじ市庁舎内の販売スペース等、多く
の人が入手できる場所に設置している。広報誌・パンフレットは写真や図を用いてわかりや
すい資料となっている。利用希望者については個別に丁寧に説明している。施設見学・体験
の希望があれば受け入れ簿に記載され、随時受付・受け入れを行っている。広報誌は年に2
回発行し、ブログは随時更新を行い、情報が最新となるようにしている。パンフレットも必
要に応じて見直しを行っている。

個人情報保護規定・プライバシーマニュアルを整備し、各支援のマニュアルの冒頭に介護の
心得えとして、利用者のプライバシー保護や尊重について明記している。厚労省発行の「障
がい者福祉施設等における障がい者虐待防止と対応の手引き」を設置しているが、事業所と
してのマニュアルは準備中である。植木・パーテーション等で一人で過ごせるスペースの確
保や、椅子やソファーの設置等工夫し配慮している。プライバシーに配慮して相談できるス
ペースも確保している。契約書・重要事項説明書・個人情報使用同意書等の説明時に、利用
者・家族プライバシー保護と権利擁護の取り組みを周知している。規程にもとづいた実施に
ついては、日々の申し送り時の振り返りで確認している。不適切な事案が発生した場合の対
応方法については、法人の規定に明示されている。
事業所としての障がい者身体拘束・虐待防止法マニュアルを作成し、研修でマニュアルの周
知を図ることが望まれる。

Ⅲ-１-(2)　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

Ⅲ-１-(2)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積
極 的に提供している。

a ・ b ・ c

法人の基本理念・施設の基本理念に人権尊重を明示し、掲示・唱和・事業計画策定等を通し
て職員の共有と実践を図っている。「職員規律」の基本理念に、職員が理解し実践しやすい
行動規範を追記している。「職員規律」の「メンバーへの対応」の中に、利用者を尊重する
基本的な姿勢が明示されている。法人の新人研修で、個人情報保護・プライバシー保護・拘
束廃止・虐待防止等について学ぶ機会を設けている。施設内研修の年間計画に入れ、虐待防
止の研修を年度内に予定している。利用者尊重や基本的配慮について朝の申し送り時に発表
し、夕方の申し送りで反省点を共有し必要な対応を行っている。

Ⅲ-１-(1)-②  利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉
サービス提供が行われている。

a ・ b ・ c

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ－１　利用者本位の福祉サービス
第三者評価結果

Ⅲ-１-(1)　利用者を尊重する姿勢が明示されている。

Ⅲ-１-(1)-①　利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解
をもつための取組を行っている。

a ・ b ・ c28
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し苦情解決の体制を整備している。
「福祉サービスをより良くするために」という苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した資
料を作成し、利用者・家族に配布している。重要事項説明書には、理解しやすいように相談
窓口として明記し、配布すると共に、玄関カウンターにも設置している。「苦情受付対応
票」を用いて、内容・検討・解決を記載し、「申立者への対応」欄でフィードバックを記録
する仕組みがある。把握した意見から、パンの作業工程の見直しや個人情報保護の取り扱い
見直し等に取り組んでいる。
苦情内容・解決結果を公表する仕組み作りについては、検討中である。

サービス別にアンケート内容を変え、利用者満足度調査を年1回行っている。6カ月に1回
サービス担当者会議を開催し、会議後に、個別に意見や要望を聴取する機会を持ち、面談記
録に記録している。家族会を年に1回開催し、施設長・施設長代理・主任・常勤職員が参加
し利用者満足の把握に努めている。利用者懇談会は実施していないが、家族会には利用者も
来訪し参加も可能である。利用者満足に関する部署を障害福祉事業部連絡会とし、休日の開
所等、家族からの要望・意見について検討している。

Ⅲ-１-(4) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

Ⅲ-１-(4)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい
る。

a ・ b ・ c

転居・就労移行・長期入院等による契約の終了にあたっては、契約書の中の「退所時の援
助」の条項にそって、利用者に不利益が生じないように円滑な退所のための援助を行ってい
る。必要な情報提供は、主に相談員を通して行い、要請があれば、直接情報提供することも
ある。契約終了後の相談窓口として、重要事項説明書に明示した相談窓口を設置し、いつで
も相談を受け付けている旨を口頭で説明している。
退所届の書面等を活用して、契約終了後の相談受付窓口等を明示して渡すことが望まれる。

Ⅲ-１-(3)  利用者満足の向上に努めている。

Ⅲ-１-(3)-①　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を
行っている。

a ・ b ・ c

サービス開始にあたっては、基本的には事業所で面談し、契約書・重要事項説明書・各種同
意書・パンフレット・広報誌などを用いて、わかりやすい説明に努めている。契約書・重要
事項説明書等は、読みやすい文字の大きさと配置、漢字にはルビを振る等わかりやすい工夫
がされ、持ち帰って内容を確認し十分に理解してもらえるようにしている。自己決定の上、
署名・捺印により書面で同意を得ている。利用計画作成の流れや利用計画変更についても明
記されている。契約書・重要事項説明書には身元引受人の署名欄を設け、適正な説明と運用
が図られている。

Ⅲ-１-(2)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉
サービスの継続性に配慮した対応を行っている。

a ・ b ・ c

Ⅲ-１-(2)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりや
すく説明している。

a ・ b ・ c31
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34

C

C

C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

感染症対策についての、施設の責任と役割を事務分掌に明記している。法人全体で看護業務
検討委員会と感染予防対策委員会を設置し、「感染症対策マニュアル」を作成している。施
設から委員会への参加はないが、議事録や幹部運営会議での伝達がある。法人内で看護業務
検討委員会が年４回、施設内で看護師が年１回、計画的に研修を開催している。手洗い・う
がいの徹底、空気清浄器・加湿器・ステリパワー（消毒液）の設置により、感染症の予防策
を講じ、毎月感染予防の日を定め、利用者・職員共に施設内の清掃・消毒を行い意識向上に
努めている。感染症が発生した場合の対応が適切に行えるように、おう吐物処理の実習を
行っている。法人の看護業務検討委員会で、定期的に感染症のマニュアルについて見直しを
行っている。

「事故対応マニュアル」を作成し、事故発生時の対応手順をフローチャートで明示してい
る。ヒヤリハット事例・事故事例を収集し、管理者層で発生要因の分析・対応・再発防止策
の検討を行い、インシデント・アクシデントレポートを作成し、夕方の申し送りミーティン
グで職員に周知を図っている。
リスクマネジメントに関する実質的な責任者は施設長であるが、責任者や担当者を事務分掌
表やリスクマネジメントマニュアル等に明記することが望まれる。安全確保・事故防止に関
する研修の実施が望まれる。事故防止策などの実施状況や実効性について定期的に評価・見
直しする仕組み作りが望まれる。

Ⅲ-１-(5)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のため
の 体制を整備し、取組を行っている。

a ・ b ・ c

相談受付マニュアルを整備している。事務所の窓口でいつでも相談を受け付ける仕組みを作
り、利用者に周知しその方法が機能している。個別の連絡帳で利用者・家族から相談を受け
ることもある。相談内容はケース記録に残し、ミーティングで情報共有し対応している。保
護者と連絡帳を活用して、緊急性がある場合には電話連絡連絡を密にとり、対応・解決まで
状況を説明しながら迅速に対応するようにしている。苦情や相談から職員の日々の対応方法
の振り返りを行い、サービスの質向上につなげるように取り組んでいる。アンケートを実施
し、利用者・家族の意見を積極的に把握する取り組みを行っている。アンケート結果から、
祝祭日の開所を実施している。
定期的なマニュアルの見直しが望まれる。マニュアル見直しの際に、相談の受け付と対応の
流れが明確になるフローチャートの作成が望まれる。

Ⅲ-１-(5) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。

Ⅲ-１-(5)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマ
ネジメント体制が構築されている。

a ・ b ・ c

「福祉サービスをより良くするために」に、「疑問・要望などは下記窓口までご相談してく
ださい」と明記し、利用者・家族に配布している。会議室・相談室など、プライバシーに配
慮して、相談しやすいスペースを確保している。

Ⅲ-１-(4)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対
応している。

a ・ b ・ c

Ⅲ-１-(4)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者
等に周知している。

a ・ b ・ c
35

36

37

38

C

C

C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

個別支援計画に関する責任者を事務分掌に明記している。アセスメント用紙とフェイスシー
トでアセスメントを行っている。サービス管理責任者と担当支援員がアセスメントを基に、
ニーズを明示した支援計画書を作成し、カンファレンスを開催している。カンファレンスで
利用者・家族が参加し説明を受け、同意を得ている。カンファレンスはサービス管理責任
者・各サービス部門の担当支援員が必ず参加し、必要に応じて、担当相談員・施設長・看護
師が参加して開催している。参加困難な場合には、事前に意見を聴取しカンファレンスで話
をするようにしている。短期目標・支援内容に応じてモニタリングを３か月に１回実施し、
計画通りにサービスが実施されていることを確認している。支援困難ケースへの対応は、
ケース会議で検討し、適切な支援に努めケース記録に記録している。

処遇マニュアルは、法人のケア業務委員会で年に１回定期的に検証・見直しを行っている。
障がいマニュアルは、今年度に作成したので、今後見直す予定である。見直しは現場の意見
をもとに行っている。

Ⅲ-２-(2)　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

Ⅲ-２-(2)-①　アセスメントにもとづく個別的な福祉サービス実施計画
を適切に策定している。

a ・ b ・ c

法人の「処遇マニュアル」・施設の「障がいマニュアル」、「職員規律」の「メンバーへの
対応」等に、サービスの標準的な実施方法を文書化し、利用者尊重・プライバシー保護に関
わる姿勢が明示されている。新人研修で「職員規律」を施設内研修で「障害マニュアル」に
ついて周知している。標準的な実施方法については、日々の申し送り（朝・夕）や、人事考
課制度の自己評価と面談で振り返る機会を持ち、実施を確認する仕組みがある。

Ⅲ-２-(1)-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立し
ている。

a ・ b ・ c

法人共通の「災害時対応マニュアル」を整備し、対応体制を定めている。地震については耐
震性を考慮した設計となっている。積雪時のための送迎車のスタッドレスタイヤの準備や、
警報時の職員体制等対策が講じられている。利用者の安否確認は南あわじ市の福祉課と連携
して行う仕組みがあり、職員の安否確認は緊急連絡網で行う仕組み作りがある。消防計画を
作成し、施設合同で毎月消防訓練を実施し消防署に報告している。28年度は警察署の協力で
防犯訓練を実施した。
備蓄は、近隣の給食センターで、栄養士を管理者として備蓄リストを作成し一括して行って
いる。施設内でも、必要最小限の備蓄を整備し、管理することが望まれる。

Ⅲ－２　福祉サービスの質の確保
第三者評価結果

Ⅲ-２-(1)　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

Ⅲ-２-(1)-①　提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書
化され福祉サービスが提供されている。

a ・ b ・ c

Ⅲ-１-(5)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的
に 行っている。

a ・ b ・ c
39
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C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

<コメント>

<コメント>

<コメント>

法人で個人情報保護規定・文書規定を整備し、記録類についての規定を定めている。個人情
報の不適正な利用や漏えいに対する対応も規定に明記されている。文書規定・事務分掌に、
記録の管理責任者を明確化している。法人の新人研修の中で個人情報保護について職員に周
知を図り、守秘義務の誓約書も提出している。利用開始時に、個人情報の取り扱いについて
利用者・家族に説明を行い同意を得ている。

利用者の身体状況や生活状況を、アセスメントシート・フェイスシートで把握し記録してい
る。見直しの際（３か月～６か月毎）のカンファレンスで、アセスメント内容・フェィス
シート内容の変更の有無を確認している。パソコンのネットワークシステムの中の「共有
ファイル」で情報共有を図るほか、朝・夕の申し送り会議・カンファレンス・申し送りノー
ト・書類の回覧で情報共有を図っている。
各工房で作成している日誌に利用者の出席や活動状況を記載し、日誌の備考欄に計画通りに
できていないことを記載しているが、計画に沿って実施しできたことがわかる記録の工夫が
望まれる。記録マニュアルの作成・記録の確認をして指導するなど、記録の書き方について
ばらつきが生じない取り組みが望まれる。

Ⅲ-２-(3)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 a ・ b ・ c

３ヶ月・６か月等、個別に定められた時期にモニタリング・カンファレンスを実施してい
る。カンファレンスには、利用者・家族・関係職員が参加している。変更した計画について
は、全職員で共有が必要な内容は申し送り会議で、作業内容など工房で共有が必要なことは
工房職員が集まり共有を図っている。緊急に見直しの必要がある事例があれば、まず家族と
面談を行い、計画の見直しを行う場合にはサービス管理責任者と担当支援員で検討の後、関
係機関と連携して会議を開催し計画の見直す仕組みある。新たなニーズが出てくれば支援計
画書のニーズ欄に明示し、見直している。

Ⅲ-２-(3)  福祉サービス実施の記録が適切に行われている。

Ⅲ-２-(3)-①　利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行
われ、職員間で共有化されている。

a ・ b ・ c

Ⅲ-２-(2)-②　定期的に福祉サービス実施計画の評価・見直しを行って
いる。

a ・ b ・ c
43

44

45

C

C

C

15 株式会社H.．R．コーポレーション



あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

Ａ－１　支援の基本

Ａ-１-(1)　利用者の尊重

Ａ-１-(2)　利用者の権利擁護

特記事項

b ・ c

c

Ａ-１-(2)-②　自傷他害等については、その原因の究明除去とともに、適切
な対応が行える体制がとられている。

a ・ b ・ c

Ａ-１-(1)-④ 利用者のエンパワメントの理念にもとづくプログラムがあ
る。

a ・ b ・

自発的に挨拶ができるように挨拶カードを活用するなど、コミュニケーション能力を高める
個別の支援計画を策定して事項している。意思疎通に制限がある利用者には、マカトンサイ
ン、イラスト・写真・絵札、筆談・集音器等を利用し個別のコミュニケーション方法を検討
し、意思疎通に努めている。事業所内の担当職員のほか、圏域コーディネーターとのケア会
議への参加や、他事業所の担当者との連携により、利用者の意思や希望の把握に努めてい
る。代弁者として家族の他にも、支援学校の職員等の協力を受けることもある。

主体的な活動を支援するために、各利用者に担当職員が決められている。メンバーミーティ
ングやカンファレンスなどで、活動についての意向も確認し、プログラムや計画に反映し支
援している。自立支援協議会が発信するイベント・自立支援の集い・事業所での夏祭り・フ
ライングディスク大会・市主催のピアット交流会等、開催の情報提供を行い、希望や状況に
応じて交流の機会が持てるように支援している。保護者会（ウィンズ・きらら・クオーレ家
族連絡会）が設置され、保護者・本人・職員の参加があり、年１回以上開催している。防犯
訓練の実施については、保護者からの意見を反映して実施した。メンバーミーティングで、
利用者の希望を聞く機会をもお受けている。

「職員規律」の「メンバーへの対応」に、「関わりと見守りの兼ね合い」「手助けの必要な
ところを見極めて手助けする」など、見守りと支援の方針を明示し共有している。自転車で
安全に通所できるように、保護者と共に、見守りと一旦停止の指導を行った事例がある。作
業場では、見て数を把握しやすい道具を用意し、作業の手助けになるように工夫したり、作
業に集中できるように作業途中で気分転換を図るなど、自力で行えるように工夫や支援を
行っている。

調理実習・洗濯実習・ランランバスの利用・買い物・図書館利用など、個別計画に盛り込ん
で、社会生活力を高めるための学習や体験の機会を設けている。挨拶や店舗での対応方法な
どを、文字・絵・カードを使用して自己表現できるように支援している。人権フェスティバ
ルがあれば参加して、楽しみながら人権意識が高められるように支援している。市の教育課
で発行している「人権の広報紙」を事業所内に設置して資料提供を行っている。

「障がい者福祉施設等における障がい者虐待防止と対応の手引き」をマニュアルとしてい
る。法人の新任職員オリエンテーションの人権研修の中で学ぶ機会を持っている。施設内研
修の年間研修計画に盛り込み、27年度１月に研修を実施し、28年度も1月に予定している。
必要があれば、夕方の申し送り会議で検討し防止策の周知を行う仕組みがある。虐待した職
員、役職者への処分についてマニュアルに明示されている。

利用者の行動の特性・興味・嗜好・対人関係等は、アセスメントシートで把握・共有し、変
化や観察については、夕方の申し送り会議で共有している。危険な行為に対する対応は、
「職員規律」の「メンバーへの対応」に標準的な注意事項を明示している。自傷他害などが
発生した場合は、写真を添付してケース記録に敬意を記録している。服薬での対応が必要な
場合には、医師・保護者と連携を図り、医師の指示のもとで服薬管理を行い、経過をケース
記録に残し、市にも報告している。ケース記録や写真を用いて夕方の申し送り会議で情報共
有し、統一した対応ができるようにしている。月に１回委託の精神科の医師による往診があ
り、必要に応じて指導を受けることができる体制がある。医師は各工房を診て回り、利用者
からの相談も受け、職員からの相談に対してのフィードバックもある。

Ａ-１-(2)-①　虐待（拘束、暴言、暴力、無視、放置、性的いやがらせ等）
等の人権侵害について、防止対策を図っている。

a ・

Ａ　内容評価基準

第三者評価結果

a ・ b ・ c
Ａ-１-(1)-①　コミュニケーション手段を確保するための支援や工夫がなさ
れている。

Ａ-１-(1)-②　利用者の主体的な活動を尊重している。

Ａ-１-(1)-③　利用者の自力で行う日常生活上の行為に対する見守りと支援
の体制を整備されている。

a ・ b ・ c

a ・ b ・ c

C

C

C

C

C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

Ａ－２　日常生活支援

Ａ-２-(1)　食事

Ａ-２-(5)　入浴

Ａ-２-(3)　排泄

Ａ-２-(4)　衣服

Ａ-２-(5)　理容・美容

Ａ-２-(6)　睡眠

Ａ-２-(7)　健康管理

Ａ-２-(6)-①　安眠できるように配慮している。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(7)-①　日常の健康管理は適切である。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(5)-①　利用者の個性や好みを尊重し、選択について支援している。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(5)-②　理髪店や美容院の利用について配慮している。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(3)-②　トイレは清潔で快適である。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(4)-①　利用者の個性や好みを尊重し、衣服の選択について支援して
いる。

a ・ b ・ c

Ａ-２-(4)-②　衣類の着替え等の支援や汚れに気づいた時の対応が適切であ
る。

a ・ b ・ c

Ａ-２-(3)-①  排泄介助は快適に行われている。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(2)-③　浴室・脱衣場等の環境は適切である。 a ・ b ・ c

c

Ａ-２-(1)-②　喫食環境（食事時間を含む）に配慮している。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(1)-②　食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本として美味しく、
楽しく食べられるように工夫している。

a ・ b ・

Ａ-２-(2)-①　入浴は、利用者の障害程度や介助方法など個人的事情に配慮
している。

a ・ b ・ c

b ・ cＡ-２-(2)-②　入浴は、利用者の希望に沿って行われている。 a ・

自発的に挨拶ができるように挨拶カードを活用するなど、コミュニケーション能力を高める
個別の支援計画を策定して事項している。意思疎通に制限がある利用者には、マカトンサイ
ン、イラスト・写真・絵札、筆談・集音器等を利用し個別のコミュニケーション方法を検討
し、意思疎通に努めている。事業所内の担当職員のほか、圏域コーディネーターとのケア会
議への参加や、他事業所の担当者との連携により、利用者の意思や希望の把握に努めてい
る。代弁者として家族の他にも、支援学校の職員等の協力を受けることもある。

主体的な活動を支援するために、各利用者に担当職員が決められている。メンバーミーティ
ングやカンファレンスなどで、活動についての意向も確認し、プログラムや計画に反映し支
援している。自立支援協議会が発信するイベント・自立支援の集い・事業所での夏祭り・フ
ライングディスク大会・市主催のピアット交流会等、開催の情報提供を行い、希望や状況に
応じて交流の機会が持てるように支援している。保護者会（ウィンズ・きらら・クオーレ家
族連絡会）が設置され、保護者・本人・職員の参加があり、年１回以上開催している。防犯
訓練の実施については、保護者からの意見を反映して実施した。メンバーミーティングで、
利用者の希望を聞く機会をもお受けている。

「職員規律」の「メンバーへの対応」に、「関わりと見守りの兼ね合い」「手助けの必要な
ところを見極めて手助けする」など、見守りと支援の方針を明示し共有している。自転車で
安全に通所できるように、保護者と共に、見守りと一旦停止の指導を行った事例がある。作
業場では、見て数を把握しやすい道具を用意し、作業の手助けになるように工夫したり、作
業に集中できるように作業途中で気分転換を図るなど、自力で行えるように工夫や支援を
行っている。

調理実習・洗濯実習・ランランバスの利用・買い物・図書館利用など、個別計画に盛り込ん
で、社会生活力を高めるための学習や体験の機会を設けている。挨拶や店舗での対応方法な
どを、文字・絵・カードを使用して自己表現できるように支援している。人権フェスティバ
ルがあれば参加して、楽しみながら人権意識が高められるように支援している。市の教育課
で発行している「人権の広報紙」を事業所内に設置して資料提供を行っている。

「障がい者福祉施設等における障がい者虐待防止と対応の手引き」をマニュアルとしてい
る。法人の新任職員オリエンテーションの人権研修の中で学ぶ機会を持っている。施設内研
修の年間研修計画に盛り込み、27年度１月に研修を実施し、28年度も1月に予定している。
必要があれば、夕方の申し送り会議で検討し防止策の周知を行う仕組みがある。虐待した職
員、役職者への処分についてマニュアルに明示されている。

利用者の行動の特性・興味・嗜好・対人関係等は、アセスメントシートで把握・共有し、変
化や観察については、夕方の申し送り会議で共有している。危険な行為に対する対応は、
「職員規律」の「メンバーへの対応」に標準的な注意事項を明示している。自傷他害などが
発生した場合は、写真を添付してケース記録に敬意を記録している。服薬での対応が必要な
場合には、医師・保護者と連携を図り、医師の指示のもとで服薬管理を行い、経過をケース
記録に残し、市にも報告している。ケース記録や写真を用いて夕方の申し送り会議で情報共
有し、統一した対応ができるようにしている。月に１回委託の精神科の医師による往診があ
り、必要に応じて指導を受けることができる体制がある。医師は各工房を診て回り、利用者
からの相談も受け、職員からの相談に対してのフィードバックもある。

第三者評価結果

Ａ-２-(1)-①　サービス実施計画に基づいた食事サービスを用意されてい
る。

a ・ b ・ cC

C

C

C

C

C

C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

Ａ-２-(8)　余暇・レクリエーション

Ａ-２-(9)　外出・外泊

Ａ-２-(10)　所持金・預り金の管理等

特記事項

Ａ-２-(10)-①　預り金について、適切な管理体制が作られている。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(10)-②　新聞・雑誌の購読やテレビ等は利用者の意思や希望に沿っ
て利用できる。

a ・ b ・ c

Ａ-２-(9)-①　外出は利用者の希望に応じて行われている。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(9)-②　外泊は利用者の希望に応じるよう配慮されている。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(7)-②  必要な時、迅速かつ適切な医療を受けられる。 a ・ b ・ c

Ａ-２-(8)-① 余暇・レクリエーションは、利用者の希望に沿って行われて
いる。

a ・ b ・ c

Ａ-２-(7)-③　内用薬・外用薬等の扱いは確実に行われている。 a ・ b ・ c

アセスメントシートの「栄養」の欄と「食事（摂食）支援」の欄で状況を把握し、カロリー
制限でごはん量の調整する等、必要に応じて支援計画に挙げている。法人の処遇マニュアル
に「食事マニュアル」が整備されている。そばをうどんに、サバを他の魚に等、給食セン
ターと連携を図り代替え食を提供している。事業所の調理員と連携し、個別の嗜好に応じ
て、赤飯を白飯に変更することも可能である。

法人の給食サービス委員会が年１回嗜好調査を行い結果を献立に反映している。日々の検食
簿で把握した摂食状況や希望を毎月の給食サービス検討委員会で検討し、利用者の意向を献
立に反映している。給食センターからの食事を適温で提供している。味噌汁は事業所で調理
し、適温で提供している。季節感のある食材や献立、ランチョンマットの使用や盛り付けに
も工夫されている。食卓には、調味料を用意している。週単位の献立表を掲示し、希望者に
は配布している。食事介助が必要な利用者は、周りの環境を整備し、落ち着いて食べること
ができるように配慮・工夫している。

食堂の配席等について課題があれば、その都度夕方の申し送り会議で検討している。食事時
間は一斉ではなく、一定の人数で落ち着いて食べることができるように時間帯に幅を持って
いる。場所のこだわりのある利用者が多いため、配席に配慮している。配膳見本を作り、自
分で食事の準備をできるようにしている。職員も一緒に食事のテーブルを囲むことで、コ
ミュニケーションを取りながら、利用者間の関係調整を行っている。

アセスメントシートの排泄行為の欄で、自立度や排泄用品の使用について把握し、必要に応
じて支援計画に挙げている。排泄の時間帯や排泄のパターンの把握が必要な利用者について
は、チェック表を活用している。法人の処遇マニュアルに排泄介助マニュアルがあり、排泄
用品や衛生・防臭についての記載もある。
排泄に関して自立している利用者が多く、支援が必要な場合は連絡帳に支援状況など記載し
ているが、排泄に関して支援が必要な場合は、排泄表等を作成することが望まれる。
障がい者用トイレを設置し、手すりを設置している。トイレは個室で、全体の入り口にもド
アが設置され、また、使用中カードの活用等、プライバシーに配慮している。窓と換気扇、
消臭剤やステリパワーの使用で、防臭対策をしている。トイレ清掃は毎日、汚れがあればそ
の都度清掃され、利用者も一緒に清掃を当番で行うようにしている。採光・照明は適切で、
保温便座を設置している。

衣類については自宅でほぼ対応し、家族の意向で事業所で預かることもある。気温に適した
衣類の調整を勧めたり、農業工房等の作業で汗をかいた時に更衣を促したりしている。家族
の依頼や本人の希望があれば、買い物外出の際に購入できるように支援している。

汗や汚れに対応し、本人の意向を尊重しながら着替えを促している。預かりの衣類や施設の
備品で速やかに対応している。

事業所ごとに定められた頻度で、体重と血圧測定を行い測定結果を家族に報告している。既
往歴・現在の病気についてはフェイスシートで把握している。法人共通の、健康管理マニュ
アルを整備している。看護師が２名配置されており、必要時、希望時に相談できる体制があ
る。月１回の精神科医の回診があり、利用者が相談したり説明を受けられる体制がある。午
前中の作業前にラジオ体操が実施され、腹筋ワンダーコアの設置、セラピー犬との散歩・ス
トレッチの時間を設ける等、健康維持・増進のためのプログラムを日常生活に取り入れてい
る。年1回歯科健診があり、歯科保健指導記録票の指導内容で指導・助言を受けている。
日々には職員から声かけや誘導など、食後に実施することができるように支援している。

事故関係マニュアルの中に、「疾病・けが発生フローチャート」で発生時の対応の流れを明
確にしている。地域内に協力医療機関を確保し、契約書・重要事項説明書に明示し家族に契
約時に説明を行っている。医療機関と日常的に入院や受診が行えるように連携をとってい
る。

定期的に服用する必要のある薬は、個人ファイルに薬の説明書を保管し把握している。健康
管理マニュアルの中に、服薬マニュアルを整備している。不定期に服用の依頼があった薬に
関しては、連絡帳で報告している。
薬の使用状況を所定の様式のに従って記録する仕組み作りが望まれる。
年1回の満足度調査の中で、行事・レクリエーションについての利用者の意向の把握に努め
ている。年間の事業計画の中に行事計画を明示し、利用者・家族に配布し情報提供を行って
いる。行事開催の案内は、その都度も行っている。カラオケや「ゆめタウン」への買い物
等、利用者からの希望をもとに企画し支援している。高校生のサマーボランティアや大学生
ボランティアの参加を働きかけ受け入れている。買い物・ボーリング・カラオケ等で地域の
店舗を利用し、地域の祭りに参加する等、地域資源を積極的に活用している。

様々な機会に外出の機会を設け、職員が同行・付き添いを行っている。市や利用した店舗・
施設、参加したイベント等から案内や情報提供があり、掲示や配布で利用者・家族に情報提
供している。外出時のリスクについては、マンツーマン対応する等計画書作成時に具体的に
明示して安全な外出を支援している。
マニュアル等に外出についてのルールを設け、職員間・利用者とも共有することが望まれ
る。

c
Ａ-２-(10)-③　嗜好品（酒、たばこ等）については、健康上の影響等に留
意した上で、利用者の意思や希望が尊重されている。

a ・ b ・

C

C

C

C
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ <障害者・児施設版>

アセスメントシートの「栄養」の欄と「食事（摂食）支援」の欄で状況を把握し、カロリー
制限でごはん量の調整する等、必要に応じて支援計画に挙げている。法人の処遇マニュアル
に「食事マニュアル」が整備されている。そばをうどんに、サバを他の魚に等、給食セン
ターと連携を図り代替え食を提供している。事業所の調理員と連携し、個別の嗜好に応じ
て、赤飯を白飯に変更することも可能である。

法人の給食サービス委員会が年１回嗜好調査を行い結果を献立に反映している。日々の検食
簿で把握した摂食状況や希望を毎月の給食サービス検討委員会で検討し、利用者の意向を献
立に反映している。給食センターからの食事を適温で提供している。味噌汁は事業所で調理
し、適温で提供している。季節感のある食材や献立、ランチョンマットの使用や盛り付けに
も工夫されている。食卓には、調味料を用意している。週単位の献立表を掲示し、希望者に
は配布している。食事介助が必要な利用者は、周りの環境を整備し、落ち着いて食べること
ができるように配慮・工夫している。

食堂の配席等について課題があれば、その都度夕方の申し送り会議で検討している。食事時
間は一斉ではなく、一定の人数で落ち着いて食べることができるように時間帯に幅を持って
いる。場所のこだわりのある利用者が多いため、配席に配慮している。配膳見本を作り、自
分で食事の準備をできるようにしている。職員も一緒に食事のテーブルを囲むことで、コ
ミュニケーションを取りながら、利用者間の関係調整を行っている。

アセスメントシートの排泄行為の欄で、自立度や排泄用品の使用について把握し、必要に応
じて支援計画に挙げている。排泄の時間帯や排泄のパターンの把握が必要な利用者について
は、チェック表を活用している。法人の処遇マニュアルに排泄介助マニュアルがあり、排泄
用品や衛生・防臭についての記載もある。
排泄に関して自立している利用者が多く、支援が必要な場合は連絡帳に支援状況など記載し
ているが、排泄に関して支援が必要な場合は、排泄表等を作成することが望まれる。
障がい者用トイレを設置し、手すりを設置している。トイレは個室で、全体の入り口にもド
アが設置され、また、使用中カードの活用等、プライバシーに配慮している。窓と換気扇、
消臭剤やステリパワーの使用で、防臭対策をしている。トイレ清掃は毎日、汚れがあればそ
の都度清掃され、利用者も一緒に清掃を当番で行うようにしている。採光・照明は適切で、
保温便座を設置している。

衣類については自宅でほぼ対応し、家族の意向で事業所で預かることもある。気温に適した
衣類の調整を勧めたり、農業工房等の作業で汗をかいた時に更衣を促したりしている。家族
の依頼や本人の希望があれば、買い物外出の際に購入できるように支援している。

汗や汚れに対応し、本人の意向を尊重しながら着替えを促している。預かりの衣類や施設の
備品で速やかに対応している。

事業所ごとに定められた頻度で、体重と血圧測定を行い測定結果を家族に報告している。既
往歴・現在の病気についてはフェイスシートで把握している。法人共通の、健康管理マニュ
アルを整備している。看護師が２名配置されており、必要時、希望時に相談できる体制があ
る。月１回の精神科医の回診があり、利用者が相談したり説明を受けられる体制がある。午
前中の作業前にラジオ体操が実施され、腹筋ワンダーコアの設置、セラピー犬との散歩・ス
トレッチの時間を設ける等、健康維持・増進のためのプログラムを日常生活に取り入れてい
る。年1回歯科健診があり、歯科保健指導記録票の指導内容で指導・助言を受けている。
日々には職員から声かけや誘導など、食後に実施することができるように支援している。

事故関係マニュアルの中に、「疾病・けが発生フローチャート」で発生時の対応の流れを明
確にしている。地域内に協力医療機関を確保し、契約書・重要事項説明書に明示し家族に契
約時に説明を行っている。医療機関と日常的に入院や受診が行えるように連携をとってい
る。

定期的に服用する必要のある薬は、個人ファイルに薬の説明書を保管し把握している。健康
管理マニュアルの中に、服薬マニュアルを整備している。不定期に服用の依頼があった薬に
関しては、連絡帳で報告している。
薬の使用状況を所定の様式のに従って記録する仕組み作りが望まれる。
年1回の満足度調査の中で、行事・レクリエーションについての利用者の意向の把握に努め
ている。年間の事業計画の中に行事計画を明示し、利用者・家族に配布し情報提供を行って
いる。行事開催の案内は、その都度も行っている。カラオケや「ゆめタウン」への買い物
等、利用者からの希望をもとに企画し支援している。高校生のサマーボランティアや大学生
ボランティアの参加を働きかけ受け入れている。買い物・ボーリング・カラオケ等で地域の
店舗を利用し、地域の祭りに参加する等、地域資源を積極的に活用している。

様々な機会に外出の機会を設け、職員が同行・付き添いを行っている。市や利用した店舗・
施設、参加したイベント等から案内や情報提供があり、掲示や配布で利用者・家族に情報提
供している。外出時のリスクについては、マンツーマン対応する等計画書作成時に具体的に
明示して安全な外出を支援している。
マニュアル等に外出についてのルールを設け、職員間・利用者とも共有することが望まれ
る。
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ

Ⅰ～Ⅲ　達成度

基準数 達成数

Ⅰ-１　理念・基本方針 6 6 100.0

Ⅰ-２　経営状況の把握 8 8 100.0

Ⅰ-３　事業計画の策定 17 15 88.2

Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 9 5 55.6

Ⅱ-１　組織の運営管理 17 17 100.0

Ⅱ-２　福祉人材の確保・養成 38 36 94.7

Ⅱ-３　運営の透明性の確保 11 9 81.8

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献 26 25 96.2

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス 64 56 87.5

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保 31 29 93.5
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Ⅰ-１ 理念・基本方針

Ⅰ-２ 経営状況の把握

Ⅰ-３ 事業計画の策定

Ⅰ-４ 福祉サービスの質

の向上への組織的・計…

Ⅱ-１ 組織の運営管理

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・

養成

Ⅱ-３ 運営の透明性の確

保

Ⅱ-４ 地域との交流、地

域貢献

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉

サービス

Ⅲ-２ 福祉サービスの質

の確保
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あわじ障害者多機能型施設ウインズ

A　達成度

基準数 達成数

１－（１）　利用者の尊重 17 17 100.0

１－（２）　利用者の権利擁護 10 10 100.0

２－（１）　食事 12 12 100.0

２－（３）　排泄 10 9 90.0

２－（４）　衣服 6 6 100.0

２－（７）　健康管理 13 12 92.3

２－（８）　余暇・レクリエーション 5 5 100.0

２－（９）　外出・外泊 4 3 75.0

Ａ-２-（２）　入浴  非該当　対象項目数8⇒0
Ａ-２-（５）　理容・美容　非該当　対象項目数5⇒0
Ａ-２-（６）　睡眠　非該当　対象項目数5⇒0
Ａ-２-（７）　健康管理-①-⑤　非該当　対象項目数14⇒13
Ａ-２-（９）　外出、外泊-②-①～③　非該当　対象項目数7⇒4
Ａ-２-（10）　所持金・預かり金の管理等　非該当　対象項目数11⇒0

判断基準
達成率(％)
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重
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利擁護
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２－（４） 衣服

２－（７） 健康管理

２－（８） 余暇・レクリ

エーション

２－（９） 外出・外泊

A 達成度
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